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一般的衛生管理

2

人
食品取扱者の健康

食品
原材料の衛生管理

施設
食品取扱施設の衛生管理

食品の安全確保
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食品取扱者の衛生管理

食品取扱者の健康

食品取扱者の心構え

定期健診・健康診断・検便を受ける

手指等負傷時や体調不良時は食品を取り扱わない

着衣の清潔

身体の清潔

作業中の注意

手洗いの実践

爪は短く切る、作業時には指輪・時計・マニキュア等は付けない

清潔な白衣・帽子・マスク等を着用、調理室専用の履き物を用意

タバコを吸わない、専用の白衣等を着用したまま外出しない
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食品取扱施設の衛生管理

整理 整頓 清掃 洗浄 殺菌

習慣

清潔（微生物レベルの管理）

手段

目的

維持管理

手順書で確実に実施
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保管管理

食品別原材料の管理

冷凍庫は－１５℃以下、冷蔵庫は１０℃以下に維持し、隔測
温度計等で庫内温度を確認する

原材料の衛生管理

原材料別に区分し、直射日光や高温多湿を避けて保管する

魚介類

食肉類

冷凍食品

腸炎ビブリオの増殖を抑えるため低温で保存し、水道水で洗浄する

エルシニアは１℃でも増殖するので、長期保存は避ける

－１５℃以下で保存する
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食中毒の予防
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食中毒

細菌性

感染型

毒素型

ウイルス性

ノロウイルス

その他

自然毒

動物性

植物性

寄生虫 化学性

化学物質

アレルギー様

食中毒の分類
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月ごとの病因物質別食中毒発生件数（令和２年：全国）

細菌

ウイルス

寄生虫

化学物質

自然毒

その他

不明

参考：厚生労働省食中毒統計資料

全国の食中毒発生状況①
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月ごとの病因物質別食中毒患者数（令和２年：全国）

細菌

ウイルス

寄生虫

化学物質

自然毒

その他

不明

参考：厚生労働省食中毒統計資料

全国の食中毒発生状況②
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令和２年 場所 月日
摂食
者数

患者数 病因物質 原因食品 原因施設

１ 臼杵市 １／７ ４０ ３１ ノロウイルス 弁当 飲食店（一般）

２ 豊後大野市 １／２５ ２１ １０ クドア・セプテンプンクタータ ヒラメ刺身（推定） 飲食店（一般）

３ 玖珠町 ３／２２ １０ ７ カンピロバクター・ジェジュニ 鶏の肝刺し 食肉販売店

４ 臼杵市 ７／６ １３ １３ 銅 自家製イオンドリンク 福祉施設

５ 日田市 ９／６ １２ １１ カンピロバクター・ジェジュニ 鶏刺し 食肉販売店

県内の食中毒発生状況
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令和
元年

場所 月日
摂食
者数

患者数 病因物質 原因食品 原因施設

１ 大分市 ３／２２ ４ ４ クドア・セプテンプンクタータ ヒラメ刺身（推定） 飲食店（一般）

２ 日田市 ４／１４ １０ ９ カンピロバクター・ジェジュニ 飲食店提供料理 飲食店（一般）

３ 大分市 ５／５ ９ ８ ノロウイルス 飲食店提供料理 飲食店（一般）

４ 宇佐市 ６／２３ ７１ １５ 腸管出血性大腸菌 飲食店提供料理 飲食店（一般）

５ 大分市 １０／２５ １８３ ３３ 黄色ブドウ球菌 弁当 飲食店（弁当）

６ 大分市 １２／１４ ９２ ５７ ノロウイルス 飲食店提供料理 飲食店（一般）

令和２年 発生月日 発生場所 原因食品 病因物質 摂食者数 患者数

１ １／３０ 埼玉県 ぶりの照り焼き風 化学物質 ３９７ ８

２ ２／１１ 広島県 不明（当該施設で調理した食事） ノロウイルス ５１ ２２

３ ６／１６ 岐阜県 不明（６月１５日提供された食事） ウエルシュ菌 ３１ ２６

４ ６／１９ 徳島県 不明（６月１９日に調理・提供された食品） ウエルシュ菌 ６４ ４０

５ ７／２ 愛知県 ６月３０日（昼食）７月１日（昼食） サルモネラ属菌 １７９ １９

６ ９／２ 岐阜県 不明（８月３１日夕食に提供された食事） カンピロバクター・ジェジュニ／コリ ９ ７

７ １０／２ 岐阜県 不明（１０月２日の夕食） ウエルシュ菌 ９７ ６２

８ １０／６ 東京都 魚のごまだれ焼き 化学物質 ２６７ ８

９ １０／８ 静岡県 １０月５日に調理実習で調理した料理 カンピロバクター・ジェジュニ／コリ １７ ９

１０ １０／１２ 東京都 不明（調理提供した給食） カンピロバクター・ジェジュニ／コリ ７２０ １０９

１１ １０／２１ 高知県 不明（学生寮で調理・提供された給食） カンピロバクター・ジェジュニ／コリ ２２ １４

１２ １１／２７ 京都府 不明（１１月２４日～２５日にかけての調理実習で調理された食品） カンピロバクター・ジェジュニ／コリ １６ ７

※ 原因施設が学校（幼稚園を含む）の事例のみ抜粋

学校の食中毒発生状況
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令和２年 発生月日 発生場所 原因食品 病因物質 摂食者数 患者数
１ ２／４ 兵庫県 不明（事業所給食） ノロウイルス １３６ ２９
２ ２／７ 大阪府 うるめいわし 化学物質 １７３ ４６
３ ２／１４ 東京都 ２月１４日のケータリング料理 ぶどう球菌 ５０ １５
４ ２／２３ 東京都 不明（２月２３日に当該施設が調理し、提供した給食） ぶどう球菌 １４１ ７
５ ２／２８ 鹿児島県不明（２月２７日昼に提供された食事） ノロウイルス ３２７ １１６
６ ３／１１ 大阪府 不明（３月９日夜、３月１０日朝・昼に当該施設で提供された食事） ノロウイルス ９１ １４
７ ３／１３ 東京都 ３月１２日に提供された給食 ノロウイルス １４９ １６
８ ３／１８ 神奈川県不明（３月１７日に提供された食事） その他のウイルス ３０ １７
９ ５／１０ 宮城県 不明（５月１０日に提供した昼食） ウエルシュ菌 ３６ １１
１０ ５／１６ 千葉県 キャベツのしそ和え サルモネラ属菌 ９１ ９
１１ ５／２９ 滋賀県 さばのカレー焼き 化学物質 ３０ １５
１２ ６／６ 大阪府 ささみときゅうりのサラダ サルモネラ属菌 １１８ １６
１３ ６／１１ 群馬県 不明（６月１０日昼に原因施設で提供された給食） サルモネラ属菌 ９３ １４
１４ ６／２８ 群馬県 不明（６月２８日に当該施設で提供された食品）ウエルシュ菌 ６９ ２１
１５ ６／３０ 鳥取県 不明 サルモネラ属菌 １０９ ４８
１６ ７／４ 滋賀県 春雨中華サラダ その他の病原大腸菌 ５２０ １１８
１７ ７／６ 大分県 ７月６日に施設で調製したイオンドリンク 化学物質 １３ １３
１８ ７／１１ 大阪府 ７月１１日に原因施設で提供されたスペイン風オムレツ ぶどう球菌 ３９ １２
１９ ７／１７ 三重県 不明（７月１７日の昼食） ぶどう球菌 １４４ １４
２０ ７／２５ 千葉県 ７月２５日昼に当該給食施設で提供された食事 ウエルシュ菌 １２１ ５７

事業所・病院の食中毒発生状況①
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令和２年 発生月日 発生場所 原因食品 病因物質 摂食者数 患者数
２１ ７／２８ 千葉県 豚肉ガーリックソテー、揚げ茄子の土佐煮、小松菜の和え物ぶどう球菌 ５９ １７
２２ ８／１３ 愛媛県 同施設で調理、提供した給食 サルモネラ属菌 ４６８ ３６
２３ ９／８ 大阪府 不明（９月８日朝又は昼に原因施設で調製された食事）ぶどう球菌 ４６ １３
２４ ９／８ 愛媛県 ９月８日に施設が提供した昼食 不明 ３２ １２
２５ ９／１２ 岐阜県 ９月１０日に提供された給食のシャキシャキサラダ サルモネラ属菌 ２０５ ５７
２６ １０／５ 福岡県 不明（当該施設で提供した給食） ウエルシュ菌 １４３ ２５
２７ １０／１１ 愛媛県 １０月１１日に施設が提供した食事（推定） 不明 ５２ ３５
２８ １０／１６ 岐阜県 ミニトマト サルモネラ属菌 １２２ ３４
２９ １０／２５ 東京都 カンパチ刺身 不明 ９５ ４
３０ １１／１０ 東京都 １１月１０日夕食に調理し、提供した食事 ウエルシュ菌 １６７ ４６
３１ １１／２５ 東京都 当該給食施設が調理、提供した食事 ウエルシュ菌 ３９３ ３５
３２ １２／６ 香川県 ビーフンソテー（１２月６日に提供された朝食） ぶどう球菌 ８５ １６
３３ １２／１１ 東京都 １２月１０日に調理し、提供した朝食 ノロウイルス １３ ７
３４ １２／１４ 広島県 さばのみぞれ煮 化学物質 １０８ ４２
３５ １２／２９ 兵庫県 １２月２９日昼食に提供されたクリームシチュー ウエルシュ菌 １３６ ７８

※ 原因施設が事業所（保育所を含む）及び病院の事例のみ抜粋

事業所・病院の食中毒発生状況②

14

適当な
栄養素

適当な
温度

適当な
水分

食中毒菌増殖の三条件

危険ゾーン

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ℃

ほとんどの微生物は
増殖できない

あらゆる微生物は活発に増殖する ほとんど死ぬ

ある種の微生物は増殖できる ある種の微生物は死なない
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分裂速度（目安）

健康被害が起こるのに必要な菌量

食中毒菌の特徴

０ １，０００ １０，０００ １，０００，０００１００
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１００，０００

「食中毒予防必携 第２版」より引用

細菌名 腸炎ビブリオ 病原大腸菌 サルモネラ 黄色ブドウ球菌

所要時間 ８分 １７分 ２１分 ２７分

「顕微鏡写真でみる 微生物による食中毒」より抜粋
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つけない
清潔

やっつける
加熱・殺菌

増やさない
迅速・冷却

食中毒予防の三原則
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ウエルシュ菌食中毒

主症状：腹痛、下痢

潜伏期間：６～１８時間

治癒：１～２日で回復

原因食品：食肉、魚介類及び野菜類を使用し
た煮物や大量調理食品

偏性嫌気性の芽胞形成菌
耐熱性芽胞は１００℃で１～６時間の加熱に耐える
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前日調理は避ける

調理後は早めに食べ切る

調理後の食品を保管する場合は小分けし、急
速に冷却する

再加熱する場合は、撹はんしながら十分に
（中心温度７５℃１分以上）加熱する

ウエルシュ菌食中毒予防のポイント
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主症状：嘔吐、下痢、腹痛、発熱

潜伏期間：一般に２４～４８時間

治癒：１～２日後に治癒し、後遺症は残らない

発症率（患者数／喫食者数）：４５％

患者等からのウイルス排出：症状がなくなっ
てから１週間～１ヶ月程度ウイルスを糞便中
に排出
感染したが発症しない人も同様にノロウイルスを排出

ノロウイルス食中毒
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１０～１００個程度のウイルス量で感染・発症

ヒトの腸管上皮細胞でのみ増殖可能

ノロウイルスを不活化するためには、中心温
度８５～９０℃で９０秒間以上の加熱及び次
亜塩素酸ナトリウムの使用が有効

ノロウイルスの特性
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ノロウイルス食中毒予防の四原則

• 調理施設に持ち込まない持ち込まない

• 調理施設を汚染させない拡げない

• 加熱して死滅させる加熱する

• 食品に汚染させないつけない
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改正法施行に伴う対応
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集団給食施設の取扱い①

Yes

Yes

No

No

調理業務を外部委託している

１回の提供食数が
２０食程度未満である

営業許可 営業届出手続不要
受託事業者は令和３年６
月１日までに許可が必要

施設の設置者又は管理
者は令和３年１１月３０日
までに届出が必要
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集団給食施設の取扱い②

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施

• 「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従った衛生管
理を実施

• 小規模な一般飲食店向け等の「HACCPの考え方を取
り入れた衛生管理のための手引書」を参考に衛生管
理を実施することも可能

食品衛生責任者の選任

• 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士等
のほか、都道府県知事等が行う講習会又は都道府県
知事等が適正と認める講習会を受講した者を選任
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ＨＡＣＣＰとは

Ｈａｚａｒｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｐｏｉｎｔ

危害 重要 管理 点分析

Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ

工程ごとに危害要因を分析・特定した上で、危害
の発生防止につながる特に重要な工程を継続
的に監視・記録する衛生管理手法
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• 衛生管理計画を作成するステップ１

• 作成した計画を実行するステップ２

• 実施したことを確認・記録するステップ３

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理

不良や不適切な箇所を発見でき、速やかに改善できる

事故、クレーム発生時の速やかな原因究明に役立つ

衛生管理を適正に行っていることを具体的に自信を持って説
明できる

業務の効率化・食品の安全性の向上・食中毒等の事故発生の防止

衛生管理の「見える化」
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重要管理のポイント

グループ メニュー例 チェック方法

第１ 非加熱のもの
（冷蔵品を冷たい
まま提供）

刺身
冷奴

冷蔵庫より取り出したら
すぐに提供する、冷蔵庫
の温度を確認する 等

第２ 加熱するもの
（冷蔵品を加熱し、
熱いまま提供）
（加熱した後、高温
保管を含む）

焼き魚
ハンバーグ
天ぷら
唐揚げ
ライス

火の強さや時間、見た
目、肉汁の色、焼き上が
りの触感（弾力）、中心
温度 等

第３ 加熱後冷却し再加
熱するもの 又は加
熱後冷却するもの

カレー
スープ
ポテトサラダ

加熱後速やかに冷却、
再加熱時の気泡、見た
目、温度 等
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